
 

高圧ガスをご使用いただいている皆さまへ 

 

三重県高圧ガス溶材組合 

 

化学物質管理者の選任義務化（労働安全規則 12条の 5）について 

 

日頃は、高圧ガスの保安についてご対応いただきありがとうございます。 

この度、労働安全衛生法政令・規則の改正施行に伴い、２０２４年４月１日か

らリスクアセスメント対象物（一般消費者の用に供するものを除く）を「製造し

又は取り扱う」、若しくは「譲渡又は提供を行う」事業場※では、「化学物質管

理者」の選任が義務化されました。「化学物質管理者」とは、化学物質等の管理

について必要な能力を有し、事業場における化学物質の管理にかかる技術的事

項を管理する者をいいます。具体的には、化学物質管理者は、ラベル・安全デー

タシート（ＳＤＳ）などの作成の管理、リスクアセスメントの実施、ばく露防止

措置の実施など、化学物質の管理を適切に進める上で不可欠な職務を管理する

担当者として位置づけられています。 

※「事業場」とは、工場、店舗、営業所など、原則として同一の場所にあるも

のは一つの事業場として捉えられます（昭和 47 年９月 18 日発基第 91 号)。し

たがって、化学物質管理者を個別の作業現場ごとに選任する必要はありません。

また、事業場の業種や規模に関する要件はありませんので業種・規模に関わら

ず、要件に該当する事業場は、化学物質管理者を選任する必要があります。 

 

高圧ガスの例では、塩素、笑気ガス（亜酸化窒素）、ブタン、アセトン（アセ

チレンボンベ内溶解液）などが、２０２４年４月１日から化学物質管理者の選任

対象となります。また、アセチレン、酸素（高圧のガスの状態のものに限る）、

二酸化炭素、水素、窒素（高圧のガスの状態のものに限る）、ヘリウム（高圧の

ガスの状態のものに限る）、アルゴン（高圧のガスの状態のものに限る）、プロ

パン等は令和８年（2026年）４月施行の「労働安全衛生法に基づくラベル表示・

SDS交付の義務対象物質リスト」に掲載されています。この結果、業務に高圧ガ

スを使用する事業場のほとんどが選任対象事業者となります。 

 

化学物質管理者となる資格は、3項 2号イ（製造）事業場では、厚生労働大臣

が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力

を有すると認められる者であり、それ以外の事業場では、資格要件はありません

が、前述の講習に「準じる講習」を受講したものが望ましい※としています。 

※選任された化学物質管理者には、その用務を実施できる知識が必要とされています。 


